
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 事 業 報 告 書

墨重:旦壁塑:墨:望≧塗
=△

___重宝三二生:i二∠L生二■教育研究所

1 事業の成果
「次世代を担 う子どもたちの豊かな情操と国際社会に生きるための基本的な資質の向上をはかり、も

って我が国の社会教育、文化、芸術、国際協力、子どもの健全育成等の公益を増進する」という法人設
立の目標達成を目指して、モンテッソーリ教育普及の中核を担 う指導者の育成を行った。4月 当初、付属教員養

成コース1年次生は 27名 の入講があった。科目履修生の登録は 1名 いた。2年次生は 33名 受講を継続 し

た。休学者は 3名 、在籍者は 3名 いた。年間のカリキュラムに沿って授業が行われ、令和 5年 3月 には第 16

期生として 27名 が修了し、日本モンテッソーリ協会 (学会)よ リテ
゛
ィフ
°
ロマが 23名 、受講証が 4名 に授与され

た。年度後半には第 18期生募集活動も実施 した。指導者支援事業は、8月 26日 実践指導者を対象に実

技研修会を開催 し、23名 の参加があった。7月 は日本モンテッソーリ協会 (学会)第 54回全国大会に協賛広告

を掲載 した。11月 には研究所広報誌『 T.I.M.E.』 15号を発行 し、1月 には学会誌への広告を掲載、モンテ

ッソーリ教育を広く一般に紹介することができ、又会員に活動報告が出来た。ホームヘ
°―デによる、モンテッソーリ教育

の紹介・普及活動も行った。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【10,8981千 円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日日寺 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

教員養成事業

令和 4年度付属教員養成
コース運営

・入講・修了式諸費用 113
・言青自市議寸ネL4,345
。教材費 140
。実習費 802
。人件・交通費 1056
・次年度受講生募集費 110
。賃貸費 2,734
・傷害・賠償保険 300
。その他 1004

令和 4

年 4月 1

日か ら

令和 5

年 3月
31 日

法人所在
地

20人

首都圏幼

稚園、保

育所教員

及び一般

市民に対
して行っ

た

1年次
27名
2年次
33名
科 目履
修生
1名

10,604

指導者支援事
業

数教育の実践実技研修
。講i自雨料 46
・会場費 20
。受講生募集費 11
・会議費 29

令和 4
年 8月
27日

世田谷聖
母幼稚園

講師
事務

4
1

名

名

首都圏幼

稚園、保

育所教員

及び同窓

生

23名 106

広報事業

①ホームヘ
°―デによるモンテッソー

リ教育の紹介と啓蒙を
行 う。

②広報誌 「TIM.E.」 15

号発行。会員にも活動の

報告をした。

③学会誌 「モンテッソーリ教
育」第 54号に広告を掲
載。
・HP作成管理料 16
。広報物制作費 172

①令和 4

年 4月 1

日から令
和 5年 3

月 31日

②令和 4

年 11月

③令和 5

年 1月

①全国

②③
法人所在
地

①l名

②5名

③2名

①一般
不特定
多数

②会員
首都圏
近郊の

幼稚
園、保
ユ ヽ言

“
ロ ワ |

③全国
の協会
△F=
ユヽ只

①不特定
多数

②500件
程

③989名

188



書式第 13号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度 活動計算書 (そ の他事業が上l全場合)

特定非営利活動法人 東京モンテッソーリ教育研究所

【 経 常 費 用

(2)その他経費

外注委託費

2

科 目 金  額

1 受取会費

正会員受取入会金

正会員受取会費

賛助会員受取会費

40,000

250,000

10,000

300,000

2 受取寄附金

受取寄附金

施設等受入評価益

50,000

50,000

3 受取助成金等

受取補助金

4 事業収益

教員養成事業収益

指導支援事業収益

広報事業収益

19,166,500

69,000

0

19,235,500

5 その他の収益

受取利息

雑収益

４
＾

（０

1,433

常 収 益 計

A

19,586,933

764,600

291,072

1,055,672

4,345,034

802,584

113,021

140,570

103,130

109,611

300,000

126,337

228,162

18,810

79,850

32,604

105,247

79,399

2,733,948

230,380

45,661

20,000

11,441

29,340

15,818

172,156

9,843,103(2)その他経費

講師謝礼

見学 。実習費
入講・修了式

教具・教材費

ディプロマ認定

毅 受講生募集費用

員 傷害 。賠償保険

養 教科書・方眼紙
成 アルバム料

壼その他 
・

未
消耗品費

感染症対策費

通信費

光熱水道費

賃借料

HP作成管理料

会議

計

指

導

支

援

事

業

広

報

人件費

(1)人

講師料

会場費

受講生募集費用

1 事業費

10,898,775

i理費

(1)人件費

役員報酬

通勤費

社会保険料

150,000

155,028

62,795

367,823

1,800,000

3,287,



会議費

消耗品費

消耗什器備品費

感染症対策費

光熱水道費

通信運搬費

賃借料

旅費交通費

租税公課

38,000

91,513

67,800

21,598

34,026

164,244

351,576

6,846

575,100

136,556

理費計 3,655,077

ξ 費 用 計 14,553,852

①当 期 経 常 増 減 額 【A】 ― 【B】 5,033,081

C 経

固 益

【D 常 外

経 外

当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 ― 【D】 ・ … ②
5,033,081

55,661,611

60,694,692

法人税、住民税及び事業税 ・・・④

前期繰越正味財産額 ・・・⑤

期 繰 越 正 味 財 産 額

固定資産売却損

災害損失

過年度損益修正損

増  減  額  (1)十②  ・・ ・;1 前



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 東京モンテッソーリ教育研究所

命   涌

68.438.742

2

現金預金
普通預金
定期預金

繰越教材

車両運搬具
什器備品

ソフ トウェア

借地権

敷金

長期貸付金

15,082,544
817,740

68.438.742

ｎ

ｖ

【A】 資 産 合 計 ①+② 68,438,742

】 負 債 ( )部

6,971,350
198,000
574,700

7,744,050

前受金

預 り金
未払い消費税等

7,744,05(

長期借入金

2

7.744.05(

産 の 部
55,661,611
5,159.382

k財産額
増減額

60 8'0_991

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 十 【B-2】 68,565,043

■FΠ■■■



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 財産目録
螢:定理 塑[鰤:遭!艦人』朧 ニュニ_2]と:」

“
壁:嵯[ユ究工

命   輌 ′」ヽ   書ヤ 合   計

68.438,741

車両運搬具

ソフ トウェア

2

2

3

現金預金
手元現金
三井住友銀行普通預金
三菱UFJ銀行普通預金
三井住友銀行定期預金
ゆうちょ銀行普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

棚卸資産
繰越教材

154,956
31,689,025
18,112,683
15,082,544
2,489,819

91,975

817,740

68.438,742

【A】 資 産 合 計 ①+② 68,438,742

|- 1 負 償 の 部

負 債

前受金
登録料
受講料
実習・教材費
傷害 。賠償責任保険料
教科書代 (方眼紙含む)

預 り金
協会、同窓会入会金

未払い消費税等

1,339,600
4,280,950
1,136,000
210,000

4,800

198,000
574,700

7,744,050

流 : 債合計 ③ 7,744,050

定負債

長期借入金

【I

2
ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ
宇 僣 合計 ④

【B-1】 負 債 合 計 ③十④ 7,744,050

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 一 【B-1】 60,694,692

事 業 報 告 用

1



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載 した名簿 )

特定非営利活動法人 東京モンテッソーリ教育研究所

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条 を確認の上、チェックを入れて ください。)

レ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

レ 各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該 当者のみに記入)氏   名

1 理 事

イトウ チエコ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日伊藤 千恵子

2 理 事

r)'r vt: 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日江島 正子

3 理 事

オカ
゛
ワ カオル 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日小川 かおる

4 理 事

キムラ エツコ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日木村 悦子

5 理 事

タツノ マチコ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日龍野 員知子

6 理 事

ヒロサワユミコ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日

令和4年4月 1日

令和5年 3月 31日廣澤 弓子

7 理 事

ホッタ カス
゛
コ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日堀田 和子

8 理 事

マエノソソ コウイチロウ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日前之園 幸一郎

9 理 事

ミウラ ナオキ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日三浦 直樹

10 理 事

ミソ
゛
ワキ シノフ

゛
令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日溝脇  しのぶ

11 監 事

ヒカ
゛
シ モモヨ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日東 百代

12 監 事

ヤナキ
゛
サワ ナオミ 令和4年 4月 1日

令和5年 3月 31日柳澤 ナオ ミ



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

社員の うち10人以上の者の名簿

令和5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人東京モンテッソーリ教育研究所

氏   名

1 伊藤 千恵子

2 江島 正子

3 小川 かおる

4 木村 悦子

5 龍野 員知子

6 千葉 和恵

7 南郷 治代

０
６ 廣澤 弓子

Ｑ
） 堀田 和子

10 前之園 幸一郎

11 溝脇 しのぶ


